
環境保護地区の一部指定解除

・指定番号6番

新南部2丁目環境保護地区

・指定番号9番

上南部・下南部2丁目環境保護地区

・指定番号10番

上立田芭蕉屋敷環境保護地区
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熊本市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例（抜粋）

第6条 市長は、環境保護地区の指定の変更及び解除を次の場合に
行うことができる。
(1) 自然災害等によって緑地が消滅した場合
(2) 社会福祉施設、医療施設、道路等の公益上必要な施設の建築、

建設等が行われる場合
(3) 相続により環境保護地区の土地の所有者、管理者又はその他

の権限を有する者に変更があった場合で、当該環境保護地区
を相した者から経済的な理由により解除の申出があったときそ
の他の規則で定める場合

(4) 前3号に定めるもののほか、市長がやむを得ないと特に認める
場合

2 前項各号に該当することにより、環境保護地区の指定解除等を行
おうとするときは、あらかじめ熊本市環境審議会の意見を聴かなけ
ればならない。
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新南部2丁目環境保護地区

上南部・下南部2丁目環境保護地区

上立田芭蕉屋敷環境保護地区

白川河川激甚災害対策特別緊急事業

平成24年7月の九州北部豪雨に
より被害を受けた白川の河川
改修事業として、平成24年度
から概ね5年間の緊急的な集中
投資により、再度災害防止を
図る事業であり、その事業区
域に3つの環境保護地区が含ま
れる。
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北
バ
イ
パ
ス

竜田口駅

環境保護地区の区域

環境保護地区の解除区域

凡例

指定年月日：Ｈ９．４．１
現 面 積：３，５２７㎡
解 除 面積： ２４２㎡
変更後面積：３，２８５㎡

新南部2丁目環境保護地区 位置図
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１

２

新南部2丁目環境保護地区 航空写真
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１

西側から見た解除区域の写真
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２

北東側から見た解除区域の写真
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三ノ宮神社

ゆめタウン
サンピアン

環境保護地区の区域

環境保護地区の解除区域

凡例

指定年月日：Ｈ１０．３．２７
現 面 積：１１，１３９㎡
解 除 面積： １００㎡
変更後面積：１１，０３９㎡

上南部・下南部2丁目環境保護地区 位置図
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解除区域 100㎡

次回解除予定区域 19㎡

環境保護地区の区域

河川改修工事区域

環境保護地区の解除区域

凡例

上南部・下南部2丁目環境保護地区 詳細図
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１

２
上南部・下南部2丁目

環境保護地区 航空写真
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１

東側から見た解除区域の写真

今回解除区域 次回解除区域
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２

北側から見た解除区域の写真
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龍田中学校

龍田小学校

武蔵橋

三協橋

環境保護地区の区域

環境保護地区の解除区域

凡例

指定年月日：Ｈ１０．３．２７
現 面 積：８,９９８．９９㎡
解 除 面積： ７８２㎡
変更後面積：８,２１６．９９㎡

上立田芭蕉屋敷環境保護地区 位置図
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１

２

上立田芭蕉屋敷環境保護地区 航空写真
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１

東側から見た解除区域の写真
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２

北側から見た解除区域の写真
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